
は じ め に

近年の健康志向を背景に，医薬品，あるいは医薬部外

品に該当しない種々のドリンク類が販売されている．こ

れらドリンク類には，ビタミン，ミネラル等を強化した

ものが多く，いわゆる健康食品として流通，販売されて

いる．一方，最近の厚生省通知１）では，ビタミンまたは

ミネラル等を多量に含む食品の摂取について，これら成

分が過剰摂取されることのないよう注意を喚起している

ところである．これらのドリンク類は医薬品ではなく，

通常の飲料であるため，医薬品で定められている飲用時

における用法等の表示がないことから，継続的にあるい

は多量に飲用されることがあり，強化されたビタミン等

成分の過剰摂取が危惧される．

そこで，健康食品として販売されているドリンク類か

らのビタミン摂取量を把握するために調査を実施した．

また，栄養表示基準制度における表示値が適正であるか

どうかについても調査を行った．

実 験 方 法

１．試料

1998年５月，都内小売り店舗において，医薬品及び医

薬部外品以外の主としてビタミンを含有するドリンク類

を購入した.

２．試験方法

一般成分及びビタミンA , D , B1 , B2 ,ナイアシンおよ

びニコチンアミドは，「栄養表示基準における栄養成分

等の分析方法等について」２）に準じた．但し，ビタミン

B1, B2の高速液体クロマトグラフィー（以下HPLCと略

す）条件は，それぞれ，本江３）の方法および衛生試験法
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注解記載の方法４）によった．ビタミンC, E, K, β-カロテ

ンは，HPLC法５）によった．また，葉酸，パントテン酸

は，微生物法５）によった．

炭水化物は差し引き計算法２），エネルギーは修正アト

ウオーター法２）によった．

結果及び考察

分析対象項目は，栄養成分表示あるいは原材料の表示

から判断して，含有する可能性のある試験項目について

分析を実施した．また，分析結果については，１回の飲

用あたり，すなわち飲料１本あたりの含量を算出した．

摂取量についての検討もこれによった．

分析対象試料および一般成分，エネルギー及びナトリ

ウムの分析結果をTable-1.に示した．試料１本あたりの

炭水化物の含量は，4.2～19.5 g（平均11.2 g）であった．

また，エネルギー値は，これらの含量を反映し，18～78

kcal（平均49 kcal）であった．

ビタミンの摂取量について，厚生省公衆衛生審議会答

申，第６次改定日本人の栄養所要量７）では，過剰摂取に

よる健康障害を予防する観点から，副作用非発現量

（No Observed Adverse Effect Level ; NOAEL）あるいは

最低副作用発現量（Lowest Observed Adverse Effect Level

; LOAEL）を設定し，さらに，不確定因子（Unknown

Factor ; UF）を検討し，許容上限摂取量を策定してい

る．許容上限摂取量が策定されたのは，ビタミンＡ，Ｄ，

Ｅ，Ｋ，ナイアシン，ビタミンB6，葉酸である．そこで，

以下，それらの値を参考にして，ビタミンの摂取量につ

いて考察を加えた．また，許容上限摂取量が策定されな

かった上記以外のビタミンについては，栄養所要量（成

人男子）の値と比較し，検討した．

１．水溶性ビタミン

１）ビタミンB1, B2及びパントテン酸 Table-2.に水溶性ビ

タミンの分析結果を示した．ビタミンB1について，分

析結果は，0.1～9.2 mgの範囲にあり，11検体中８検体

の試料が，栄養所要量（以下所要量と略す）として示

された値1.1 mgを越えていた．また，ビタミンB2につい

ての分析結果は，0.3～7.4 mgの範囲であり，11検体中

９検体の試料が，同じく所要量の1.2 mgを越えていた．

ビタミンB12については，強化された試料は２検体であ

り，分析結果は，それぞれ14μg（試料NO.3）及び1.6μ

g,（試料NO.15）であった．これら試料のB12含量は，そ

れぞれ所要量で示された値である1.4μgの10倍及び0.1倍

に相当する．パントテン酸が強化された試料は同じく

２検体あり，分析結果は，それぞれ10 mg（試料NO.3）お

よび３mg（試料NO.15）であった．これらのパントテン

酸含量は，所要量である５mgの２倍及び0.6倍に相当す

る．

２）ビタミンＣ ビタミンＣについては，NOAEL,

LOAEL共に不明であることから許容上限摂取量は策定

されていない．健常者におけるビタミンＣの摂取量は，

シュウ酸結石，尿酸結石との関連から，医薬品の最大

一日摂取量である２gまでの範囲内では問題が無いと考

えられている．しかし，腎不全の透析患者にビタミン

Ｃを一日１ｇ以上投与した場合，血漿シュウ酸濃度は

３倍に増加したため，これらの患者への適正投与量は，

Table 1．Proximate Composition of Drinks
(Amount per a can or bottle)

Sample Manufacturer Serving Size Energy Protein Lipid Carbohydrate Ash Sodium

NO. （kcal） （g） （g） （g） （mg） （mg）

1 Soft Drink A 100 ml 61 0.0 0.0 15.3 0.3 126.0

2 Soft Drink A 100 ml 75 0.0 0.0 18.8 0.0 9.0

3 Soft Drink B 50 ml 34 0.0 0.0 8.5 0.1 30.0

4 Soft Drink C 50 ml 37 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0

5 Soft Drink C 50 ml 41 0.6 0.0 9.7 0.2 15.2

6 Soft Drink C 50 ml 32 0.2 0.0 7.5 0.0 2.9

7 Soft Drink C 100 ml 70 0.0 0.0 17.5 0.0 1.6

8 Soft Drink D 50 ml 30 0.0 0.0 7.5 0.0 7.4

9 Soft Drink D 50 ml 36 0.0 0.0 8.9 0.0 7.2

10 Soft Drink E 50 ml 42 0.2 0.0 10.3 0.0 14.9

11 Soft Drink F 110 ml 73 0.2 0.0 16.6 0.1 15.0

12 Cofee Beverage D 50 ml 18 0.3 0.0 4.2 0.1 13.2

13 Carbonated Beverage G 120 ml 78 0.0 0.0 19.5 0.0 1.7

14 Carbonated Beverage H 50 ml 38 0.0 0.0 9.4 0.0 0.5

15 Soft Drink, jellied I 100 g 67 0.0 0.0 16.8 0.2 44.0
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100 mg/日あるいは500 mg/日以下とすべきであるとし

ている７）．また，ビタミンＣと鉄吸収との関連から，心

筋症とヘモクロマトーシスの患者では，ビタミンＣ1 g

を12ヶ月投与したところ，突発性ヘモクロマトーシス

で死亡した例があることから，健常者を対象とした許

容上限摂取量を，そのまま慢性疾患患者にあてはめるこ

とはできないとしている7）．試料分析結果から，２検体

（試料NO.1，NO.14）のビタミンＣ含量が，いずれも１本

あたり１g以上であり，慢性疾患患者の長期飲用には注

意を要する．ビタミンＣは栄養強化以外に，加工食品の

酸化防止の目的で広く使用され，多様な食品から摂取す

る可能性があり，また，水溶性のアスコルビン酸のみで

なく，食品の種類によっては，油溶性ビタミンＣ誘導体

（L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル，L-アスコル

ビン酸パルミチン酸エステル）が使用されることもある

ことから，ビタミンC摂取量を正確に把握するためには，

食品中のこれら含量についても考慮する必要がある．

３）ビタミンB6，葉酸，ナイアシン及びニコチンアミド

ビタミンB6について，成人の許容上限摂取量は，100

mgと策定されている６）．試料の分析結果は0.5 mg～20

mgの範囲であり，その最大，最小値には約40倍の差が

みられた．また，成人の所要量は1.6mgであることから，

最大値を示した試料の１本あたりの含量は，所要量の

12.5倍量に相当する．葉酸については，強化された試料

は２検体であり，それぞれ，160μg，（試料NO.3），148

μg，（試料NO.15）であった．葉酸のNOAELは１mg６）

であり，また，所要量は200μgである．両試料の葉酸

含量は所要量に近い値であった．ナイアシンについて，

試料の分析結果は，６mg～36 mg，平均17 mgであり，

ニコチンアミドのそれは，14 mg～33 mgの範囲であっ

た．ナイアシンの副作用の発現には，個人差があると

されているが，皮膚発赤作用発現のLOAELは50 mgで

あり，成人の許容上限摂取量は33 mgと策定されている
６）． 年齢別許容上限摂取量は，１-２歳10 mg，３-５歳

15 mg，６-８歳20 mg，９-11歳20 mg，12-14歳30 mg，

15-17歳30 mgである６）．そこで，最大値36 mgを示した

試料については，１本を飲用した場合，乳幼児，児童

のみでなく成人においても，摂取量は許容上限摂取量

を越える量であり，副作用発現の可能性がある．

２．脂溶性ビタミン

１）ビタミンＡ及びβ-カロテン Table-3.に脂溶性ビタ

ミンA，D，E及びβ-カロテンの分析結果を示した．

ビタミンＡはレチノールとして測定したところ，２検

体の試料から検出され，それぞれ212 IU，750 IUであ

った．レチノールとして3,000μgRE（10,000 IU）の

ビタミンＡを含むビタミン剤が市販されているが，副

作用報告はないことから，ビタミンAのNOAELは，

3,000μgRE（10,000 IU）とされている６）．また，妊婦

の胎児奇形発現のLOAELは，6,500μgRE（21,600 IU）

とされていることから，試料中の量の摂取では，過剰

症の可能性は考えにくい．ビタミンA効力を有する

β-カロテンについては，許容上限摂取量は策定され

ていない．食事あるいは植物，果物由来のβ-カロテ

ンは，喫煙者，非喫煙者を問わず肺ガンのリスクを大

Table 2.  Water-Soluble Vitamin Content of Drinks
(Amount per a can or bottle)

Sample Thiamin Riboflavin Ascorbic Acid Niacin Nicotinamide Vitamin B6 Vitamin B12 Pantothenic Acid Folate

NO. （mg） （mg） （mg） （mg） （mg） （mg） （μg） （mg） （μg）

1 4.8 － 1,300 36 － 5 － － －

2 5.0 7.1 － 30 － 5 － － －

3 7.1 1.8 － 20 － 10 14 10 160

4 8.7 5.4 240 6 － 20 － － －

5 8.4 5.7 230 10 － 20 － － －

6 －* － － － － － － － －

7 2.6 7.4 260 8 － 5 － － －

8 － 5.8 150 － 28 10 － － －

9 6.8 5.5 160 － 14 8 － － －

10 1.0 1.7 60 － － 1.6 － － －

11 － 4.7 130 15 － － － － －

12 9.2 6.1 － － 33 10 － － －

13 － － － － － － － － －

14 0.2 － 1,100 － － 0.5 － － －

15 0.1 0.3 33 11 － 0.6 1.6 3 148

*－：not analyzed
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きく減じることが知られている．しかし，大量のβ-カ

ロテン（20 mg）をトコフェロールと同時に投与したと

ころ，喫煙者に有意に肺ガンの罹患が増加したという

報告がある８），９）．分析結果では，試料の１検体のみ1.3 mg

検出されている．試料中のβ-カロテン含量は，文献８），９）

における投与試験の投与量に比べ，少量であり，発ガ

ンのリスクは低いものの，喫煙者のβ-カロテン長期連

続摂取については，配慮が必要と思われる．

２）ビタミンＤ，Ｅ及びＫ ビタミンＤについては，試

料２検体から，それぞれ，10 IU及び33 IU検出された．

ビタミンＤの許容上限摂取量は，成人で2,000 IUと策

定されている６）ことから，この程度の量では，過剰症

の可能性は考えにくい．ビタミンＥについては分析試

料のうち，４検体から0.7～44 mg検出された．ビタミ

ンＥの過剰症については，健康成人に対する800 mg/

日の投与でも，肝臓，腎臓，筋肉，甲状腺，赤血球，

白血球，血液凝固，血糖には影響がなかったと報告さ

れている10）．ビタミンＥの過剰症を明らかにした報告

がほとんどみられないことから，許容上限摂取量は，

成人で600 mgと策定されている６）．分析試料について

は，１日１本あたりから摂取する量では，過剰症は考

えられない．ビタミンＫについては，１検体に成分表

示があったが，検出されなかった．

３．栄養成分表示値と分析値の比較

今回の試料には，いずれも栄養改善法に基づく栄養表

示基準制度規定の成分表示がなされていた．そこで，成

分表示値について，分析値との差異が，規定の許容範囲

内であるかどうかについて検討した．その結果，全試料

のうち，ナトリウムの許容範囲（－20%～＋20%）を越

えた試料は３検体，同様にビタミンB1（－20%～＋80%）

は２検体，B2（－20%～＋80%）は１検体，ナイアシン

（－20%～＋80%）は３検体であった．

ま　と　め

健康志向のドリンク類のビタミンについて分析を実施

し，分析結果から算定した値を許容上限摂取量と比較し

た．その結果，ナイアシンを除き，含有量が上限摂取量

を越えた試料はみられなかった．一般に，水溶性ビタミ

ンは尿中から排泄されやすいことから，過剰症は発現し

にくく，安全性が高いと考えられている．しかし，これ

らのドリンク類を１日数本以上，多量に飲用した場合，

ビタミンの種類によっては，恒常的に許容上限摂取量を

越える可能性がある．ビタミンの摂取については，その

所要量，許容上限摂取量等を十分把握した上で，適正量

を摂取する必要がある．

なお，本調査は，東京都における健康食品関連の施策

を推進するために設置された健康食品対策推進連絡会の

事業の一環として実施したものである．
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Table 3. Fat-Soluble Vitamin Content of  Drinks
(Amount per a can or bottle)

Sample Vitamin A β-Carotene Vitamin D Vitamin E

NO. （IU） （mg） （IU） （mg）

1 －* － － 44

2 － － － －

3 212 － 10 1.8

4 － － － －

5 － － － －

6 － － － －

7 － 1.3 － －

8 － － － －

9 － － － －

10 － － － －

11 － － － －

12 － － － －

13 － － － －

14 － － － 0.7

15 750 － 33 3.7

*－：not analyzed


